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民生委員法（抜粋） 

 

〔推薦〕 

第五条 民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する。 

２ 前項の都道府県知事の推薦は、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について、都道

府県に設置された社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第七条第一項に規定する地方社会福

祉審議会（以下「地方社会福祉審議会」という。）の意見を聴いてこれを行う。 

第六条 民生委員推薦会が、民生委員を推薦するに当つては、当該市町村の議会（特別区の議会を含

む。以下同じ。）の議員の選挙権を有する者のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、

社会福祉の増進に熱意のある者であつて児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）の児童委員

としても、適当である者について、これを行わなければならない。 

２ 都道府県知事及び民生委員推薦会は、民生委員の推薦を行うに当たつては、当該推薦に係る者の

うちから児童福祉法の主任児童委員として指名されるべき者を明示しなければならない。 


